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総務部 

議案第１４号大津市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第 14 号、大津市職員定数条例の一部を改正する条例の制定につ

いてご説明します。当議案は、職員定数の増員を行うための改正でござ

います。 

２ページ目をお願いいたします。 

２の改正の趣旨についてでありますが、令和７年度に滋賀県で開催さ

れる第７９回国民スポーツ大会及び第２４回全国障害者スポーツ大会に

向けて、大会を円滑に実施するため、国スポ・障スポ大会局の体制強化を

図ること、及び令和５年度から定年の段階的な引き上げが始まっている

こと等から、市長部局等の職員数に増員が生じるため、大津市職員定数

条例の一部を改正するものです。 

３ページ目をお願いいたします。 

３の改正内容についてでありますが、現在、市長部局の職員定数１,４５

７人を４７人増の１,５０４人とし、教育委員会の職員定数３９７人を１１人

増の４０８人とし、消防局の職員定数を３３３人から４人増の３３７人とし、

総数においても、２,４７０人から６２人増の２,５３２人に変更となります。 

その他の部局について変更はありません。 

主な要因としては、国スポ・障スポ大会局の組織体制の強化、定年の段
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階的な引き上げへの対応、各部局の業務量増加等への対応でございます。

実施時期は令和６年４月１日としております。 

以上、説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げま

す。 


